
 

北陸しあわせ彩景フォトコンテスト実施要領 

～幸せを創る明日の風景～ 

 

制定 令和８年４月６日付け７陸生第956号－１ 

 

第１ 趣旨 

持続可能な未来社会の創造に貢献することを目的として令和９（2027）年３月

19日から９月26日まで横浜市にて開催されるGREEN×EXPO 2027を契機に、北陸地

域の花や花き生産への関心を高め、北陸地域の花の魅力を広く発信するため、「幸

せを作る明日の風景」をテーマとし「北陸しあわせ彩景フォトコンテスト」を開

催し、優れた作品を表彰することで、北陸地域の花き園芸の振興や持続可能な農

業について考えるきっかけを創出することを目的とする。 

 

第２ 主催 

農林水産省北陸農政局 

 

第３ 共催及び後援 

共催 北陸地域花き連絡協議会 

後援 公益社団法人２０２７年国際園芸博覧会協会 

 

第４ 応募写真のテーマ 

「幸せを創る明日の風景」 

北陸地域の花を題材に、未来に続く豊かな暮らしや風景を表現した写真を募集

します。花そのものの美しさだけでなく、それらと人々の暮らしや地域の風景と

の関わりを感じられる写真とする。 

 

第５ 応募資格 

プロフェッショナル、アマチュア問わず応募可能とする。 

※18歳未満の者は、応募に際して保護者の同意を得るものとする。 

 

第６ 応募対象撮影期間 

令和７年11月１日（土）～令和８年10月30日（金） 

 

第７ 応募締め切り 

令和８年10月30日（金） 

第８ 応募方法及び作品規定 

（１）応募方法 

Eメールの本文に必要事項を記入の上、画像の電子データ（ファイル形式はJPEG



 

のみ）を添付し以下のアドレスに応募するものとする。 

※ データの縦横比は自由とするが、作品の展示の際は、Ａ４サイズに印刷する。 

＜Eメールアドレス＞ hokuriku.event@maff.go.jp 

必要事項：氏名（各種媒体で入選作品を紹介する際に掲載するため、本名での

掲載を望まない場合は、掲載用の名前も併せて記載すること）、住所、

年齢、電話番号、メールアドレス、作品タイトル、コメント（120字以

内）、撮影年月日、撮影場所（県と市町村までは必ず記入すること。） 

（２）作品規定 

① 応募規格 

・新潟県、富山県、石川県及び福井県内で、撮影されたものに限る。 

・応募作品は応募者本人が撮影した未発表のものに限る。他のコンテストなど

に応募中又は応募予定のものは応募できないものとする。 

・写真データのファイル形式はJPEGとし、容量は10MB未満とする。 

・合成写真、組写真、補正の範囲を超えた色彩の演出、極端なトリミングを施

した作品は応募できないものとする。 

・応募作品数は１人３点までとし、表彰は１人１賞とする。 

② 応募作品に関する注意事項 

・人物を撮影する場合は必ず事前に撮影に関して承諾を取るものとする。なお、

撮影に関する肖像権および登録商標の無断転用並びに著作権の侵害等に関わ

るトラブルには、主催者側は一切の責任を負わないものとする。 

・応募された作品は、審査終了後、入選作品を除き令和９年９月30 日(木)まで

保管し、期間満了後に処分する。 

・以下の作品は応募できないものとする。該当する場合、審査対象外とする。 

□ テーマに沿っていない作品： 北陸地域の花を題材としていない写真。 

□ 第三者の権利を侵害する作品： 商標、ロゴ、商品パッケージなどが目立

つ写真。 

□ 過度な加工や AI生成画像： 写真の本来の姿がわからないほど加工さ

れたもの、またはAIで生成された画像。  

□ 公 序 良 俗 に 反 す る 作 品： 不快感を与える表現、危険行為、動物虐

待などを含むもの。 

□ 撮影禁止場所で撮影した作品： 立入禁止区域や私有地で無許可撮影した

もの。 

 

第９ 審査・表彰 

（１）審査 

審査委員会設置要領を別に定め、審査を行う。 

（２）表彰 

審査委員会による審査により以下の賞を決定し、賞状を交付する。 
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●北陸農政局長賞 １点 

●公益社団法人２０２７年国際園芸博覧会協会長賞 １点 

●北陸地域花き連絡協議会長賞 １点 

●入選：上記の賞を除く全作品の中から、ふさわしい作品があれば数点選定す

る。 

 

なお、賞状の交付は郵送とすることができる。 

 

第10 結果発表 

審査委員会の審査結果については、令和９年（2027年）１月頃に、北陸農政局

WEBサイト及び農林水産省Ｘ（農林水産省GREEN×EXPO 2027公式アカウント）等で

発表する。入選者には直接、連絡する。 

 

第11 入選作品の取扱  

著作権は撮影者に帰属するが、主催者は広報資料として無償で作品を北陸農政

局WEBサイト、公式Youtubeチャンネル、公式SNS、北陸農政局の展示イベント等で

広く活用することができるものとする。 

 

第12 個人情報の取扱について 

① 提供いただいた個人情報は、法律に従い適正に管理する。 

② 受賞者の氏名、住所(都道府県のみ)は、各種媒体で入選作品を紹介する際に掲

載する。なお、本名での掲載を望まない場合は、応募の際に記載のあった掲載用

の名前にて紹介する。 

③ このほか、個人情報は、受賞者への通知、応募作品に関する応募者への問合せ

を含め、本コンテストの運営上必要な場合にのみ利用する。 

 

第13 注意事項 

① 本コンテストの応募者は、本コンテストに応募の時点で、この応募要領に記載

されている諸条件に同意したものとみなす。 

② 応募に伴い発生した一切の費用は、応募者が負担する。 

③ 応募作品に関して、第三者から使用差止、損害賠償等の請求、苦情、申立て等

を受けた場合、主催者は一切の責任を負わないものとし、応募者がその責任と一

切の費用負担によりその請求、苦情、申立て等を処理解決するものとする。 

④ 応募作品の撮影に当たっては、立ち入り禁止区域への進入や植物を傷つける行

為を避ける、危険な箇所での撮影は行わないなど、各種法令やマナーを守るもの

とする。 

⑤ 本コンテストの審査結果に関する問い合わせ及びクレームには一切応じない

ものとする。 



 

 

第14 事務局  

本コンテストの事務局は農林水産省北陸農政局生産部園芸特産課におく。 

 

第15 その他 

本要領に定めるもののほか、必要な事項については、別に定める。 

 

第16 全国連携プログラムへの登録 

本コンテストは全国連携プログラムに登録するものとする。 


